
郡上市商工会
〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷130-1
電話0575-66-2311 FAX0575-66-2312

※ご記入いただいた個人情報は、本セミナーの運営以外の目的で使用することはありません。

■日時：令和４年 月 日

13：30～16：00

水

■会場 : 郡上市産業プラザ4階
交流ホール

事業者向け

『 インボイス制度と電子帳簿保存法への対応について』

事業所名 氏 名

住 所
〒

ＴＥＬ

ＦＡＸ e-mail

適格請求書（インボイス）制度とは、売上の大小に関わらず、全ての事業者様に大きく影響す
る制度です！
本セミナーでは、インボイス制度の導入による影響をわかりやすく説明するとともに、免税事

業者はどうなるのかといった疑問や、事前準備など具体的な対応について解説します。

受講申込書 ※切り取らずにＦＡＸしてください

受講料無料

申込締切日：12月2日＊定員50名（先着順）

『インボイス制度』とは・・・
〈売手側〉
売手である登録事業者は、買手である取

引相手（課税事業者）から求められたとき
は、インボイスを交付しなければなりませ
ん。(また、交付したインボイスの写しを
保存しておく必要があります。)

〈買手側〉
買手は仕入れ税額控除の適用を受けるた

めに、原則として、取引相手（売手）であ
る登録事業者から交付を受けたインボイス
の保存等が必要になります。

『電子帳簿保存法』とは・・・
電子帳簿保存法改正に伴い電子化要件が

大きく緩和されると同時に、電子取引の
データ保存が義務化となりました。
電子帳簿保存法は関係ないと思っている

事業所でも、取引先からのメールなどに添
付されて送られてきた請求書PDFファイル
などについても、電子データで法令に従っ
て管理することが求められるようになりま
した。

お問合せ

主催 郡上市商工会
（このセミナーは岐阜県からの補助を受けて開催します。）

FAX 0575-66-2312 TEL 0575-66-2311

郡上市商工会 行

■講師 : 三 浦 陽 平 氏

公認会計士
税理士
行政書士
登録政治資金監査人


